
平成29年４月から、国民年金窓口業務が本庁のみに変更になります。来所の際は、お間違えのないようよろしくお願いします。
＊住民異動届に伴う国民年金の変更手続きは、引き続き出張所で行えます。
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で
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を
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。
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国
民
年
金
後
納
制
度
は
、
時
効
で
納

め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
過
去
５
年

間
の
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
に
よ
り
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
納
付
し
た
期
間
が
不
足
し
て

年
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
方
が
、
後

納
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

年
金
受
給
資
格
が
得
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
コ
ザ

年
金
事
務
所
に
て
、
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

な
お
、
後
納
制
度
が
利
用
で
き
る
期

限
は
、平
成
30
年
９
月
30
日
ま
で
と
な
っ

て
い
ま
す
。

過
去
5
年
以
内
に
納
め
忘
れ
の
保
険

料
が
あ
る
方
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
後

納
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

①
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
方
で
、
5
年
以

内
に
納
め
忘
れ
の
期
間（
納
付
・
免
除
以

外
）や
未
加
入
期
間
が
あ
る
方

お
問
合
せ
の
際
は
、
年
金
手
帳
な
ど
基

礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
を
ご
用
意
く

だ
さ
い
。
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【
受
付
時
間
】

（
月
～
金
曜
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

（
第
２
土
曜
日
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
祝
日（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）は
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

※
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
は
、
一
般
の
固
定
電
話

②
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、
上
記
①

の
期
間
の
ほ
か
任
意
加
入
中
に
納
め
忘

れ
の
期
間
が
あ
る
方

③
65
歳
以
上
の
方
で
、
年
金
受
給
資
格
が

な
く
任
意
加
入
中
の
方
な
ど

※
60
歳
以
上
で
、
老
齢
基
礎
年
金
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4

を
受
け

取
っ
て
い
る
方
は
申
し
込
み
で
き
ま
せ

ん
。

後
納
制
度
を
ご
利
用
い
た
だ
け
る
方

後
納
保
険
料
の
納
付
書
の

「
使
用
期
限
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

後
納
制
度
の
申
込
み
・
納
付
書
の

再
発
行
の
お
問
合
せ
は

【
ご
注
意
】

平
成
24
年
３
月
以
前
の
後
納
保
険
料

は
、
5
年
を
超
え
る
た
め
平
成
29
年
４
月

以
降
は
納
付
で
き
ま
せ
ん
。

す
で
に
後
納
制
度
を
申
し
込
ま
れ
た
方

で
、
平
成　

年
４
月
以
降
分
の
後
納
保
険

料
の
納
付
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
納
付

書
に
記
載
さ
れ
た
使
用
期
限（
平
成
29
年
３

月
31
日
）ま
で
に
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
使
用
期
限
ま
で
に
納
付
が
で
き

な
か
っ
た
方
が
、
平
成
29
年
４
月
以
降
に

納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
新
た
な
加

4

4

4

4

算
額

4

4

に
よ
る
納
付
書
を
発
行
し
ま
す
の

で
、「
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」
ま
た

は
「
コ
ザ
年
金
事
務
所
」
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

24

か
ら
お
か
け
に
な
る
場
合
は
全
国
ど
こ

か
ら
で
も
、
市
内
通
話
料
金
で
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
一
般
の
固

定
電
話
以
外（
携
帯
電
話
等
）か
ら
お
か

け
に
な
る
場
合
は
、
通
常
の
通
話
料
金

が
か
か
り
ま
す
。

※
「
０
３
―
６
６
３
０
―
２
５
２
５
」
の

電
話
番
号
に
お
か
け
に
な
る
場
合
は
、

通
常
の
通
話
料
金
が
か
か
り
ま
す
。

※
「
０
５
７
０
」
の
最
初
の
「
０
」
を
省

略
し
た
り
、
市
外
局
番
を
つ
け
て
間
違

い
電
話
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
発
生

し
て
い
ま
す
の
で
、
お
か
け
間
違
い
に

は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
コ
ザ
年
金
事
務
所

☎
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【
受
付
時
間
】

（
月
～
金
曜
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※
祝
日
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。
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